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                       議案第  ２号   

 

 

   柏市職員高齢者部分休業条例の制定について  

 

 

 柏市職員高齢者部分休業条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 地方公務員法第２６条の３の規定により，職員の高齢者部分休業

に関し必要な事項を定めたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市職員高齢者部分休業条例  

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２６条の３の規定により，職員の高齢者

部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （高齢者部分休業）  

第２条  高齢者部分休業の承認は，当該職員の１週間当たりの通常

の勤務時間に２分の１を乗じて得た時間を超えない範囲内で，５

分を単位（柏市一般職職員給与条例（昭和３０年柏市条例第１３

号）第５条第１項第２号の行政職給料表（二）が適用される職員

にあっては，規則で定める単位）として行うものとする。  

２  法第２６条の３第１項の条例で定める年齢は，５０歳とする。  

３  任命権者は，職員が前項の年齢に達した日の属する年度の翌年

度の４月１日以後の日から，当該職員に係る高齢者部分休業を承

認することができる。  

 （高齢者部分休業取得中の給与）  

第３条  職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，

柏市一般職職員給与条例第１５条第１項及び柏市企業職員給与条

例（昭和４２年柏市条例第１０号）第１６条第１項の規定にかか

わらず，その勤務しない１時間につき，給料の月額（柏市立高等

学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和５

２年柏市条例第４９号）第３条第１項に規定する教職調整額を含

む。）並びにこれに対する地域手当及び管理職手当並びに義務教

育等教員特別手当及び初任給調整手当並びに規則で定める手当の

月額の合計額に１２を乗じ，その額を１週間当たりの勤務時間に

５２を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。  

 （退職手当の取扱い）  

第４条  高齢者部分休業の承認を受けて職員が１週間の勤務時間の

一部について勤務しなかった場合には，その勤務しなかった期間

の２分の１に相当する期間（その期間に１月未満の端数があると
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きは，これを切り上げた期間）を，柏市職員退職手当条例（昭和

３０年柏市条例第２６号）第７条第１項から第６項までの規定に

より計算した在職期間から除算する。この場合において，同条第

７項本文中「前各項」とあるのは「前各項及び柏市職員高齢者部

分休業条例（令和４年柏市条例第   号）第４条」と，同条第９

項中「前各項」とあるのは「前各項及び柏市職員高齢者部分休業

条例第４条」とする。  

 （承認の取消し又は休業時間の短縮）  

第５条  任命権者は，高齢者部分休業をしている職員の業務を処理

するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職

員の同意を得たときは，高齢者部分休業の承認を取り消し，又は

休業時間（高齢者部分休業の承認を受けた１週間当たりの勤務し

ない時間をいう。以下同じ。）を短縮することができる。  

 （休業時間の延長）  

第６条  任命権者は，既に高齢者部分休業をしている職員から休業

時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認め

るときは，当該職員に係る休業時間の延長を承認することができ

る。  

 （委任）  

第７条  この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，次項の

規定は，公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  第２条第１項に規定する承認及びこれに関し必要な手続その他

の行為は，この条例の施行の日前においても，同項の規定の例に

より行うことができる。  
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                       議案第  ３号   

 

 

   柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例の制定につ    

   いて  

 

 

 柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 国家公務員の育児休業の制度の改正に準じ，非常勤職員の育児休

業の取得に係る要件を緩和すること等を行いたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例  

 

 柏市職員育児休業条例（平成４年柏市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第２条第４号アからウまで以外の部分中「次のいずれかに該当す

る非常勤職員」を「非常勤職員であって，次のいずれかに該当する

もの」に改め，同号ア（ア）中「第２条の４」を「当該子の出生の

日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

にあっては当該期間の末日から６月を経過する日，第２条の４」に，

「，２歳」を「当該子が２歳」に改め，同号イを次のように改める。  

イ  次のいずれかに該当する非常勤職員  

   (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」

という。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては，

当該末日とされた日。以下この（ア）において同じ。）に

おいて育児休業をしている非常勤職員であって，同条第３

号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの  

   (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている場合であって，当該任期を更新され，又は当該

任期の満了後引き続いて採用されることに伴い，当該育児

休業に係る子について，当該更新前の任期の末日の翌日又

は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの  

 第２条第４号ウを削る。  

 第２条の３第３号ア及びイ以外の部分を次のように改める。  

   １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員

が ， 次 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 （ 当 該 子 に つ

い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て 育 児 休 業 を し て い る 場 合
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で あ っ て 第 ３ 条 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 情 に 該 当 す る と き は イ 及 び

ウ に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 ， 市 長 が 定 め る 特 別 の 事 情 が

あ る 場 合 に あ っ て は ウ に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 ）  当 該

子の１歳６か月到達日  

 第 ２ 条 の ３ 第 ３ 号 イ を 同 号 ウ と し ， 同 号 ア 中 「 非 常 勤 職 員 が す

る」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に，「配

偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当してする」に改め，同号アを同号イとし，同号イの前に次

のように加える。  

ア  当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合

に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっては，当該末日とされ

た日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは，そのいずれ

かの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこ

れに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあ

っては，当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合  

 第２条の３第３号に次のように加える。  

エ  当 該 子 に つ い て ， 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の １ 歳 到 達 日

（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては，当該末日とされた日）後の期間においてこの

号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合  

 第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。  

  法第２条第１項の条例で定める場合は，１歳６か月から２歳に

達するまでの子を養育する非常勤職員が，次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に

該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合，
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市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合

に該当する場合）とする。  

 第２条の４中第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，同号の

前に次の１号を加える。  

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非

常 勤 職 員 の 配 偶 者 が こ の 条 の 規 定 に 該 当 し ， 又 は こ れ に 相 当

す る 場 合 に 該 当 し て 配 偶 者 育 児 休 業 を す る 場 合 に あ っ て は ，

当 該 配 偶 者 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 の 翌 日 以 前 の

日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る

場合  

 第２条の４に次の１号を加える。  

 (4) 当該子について，当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達

日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て 育 児 休 業 を し た

ことがない場合  

 第２条の５を削る。  

 第３条中第５号を削り，第６号を第５号とし，第７号を第６号と

し，同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員で

あって，当該任期」に，「非常勤職員」を「もの」に，「育児休業

に係る子について，当該任期が」を「任期を」に，「に引き続き」

を「引き続いて」に，「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る

子について，当該更新前の任期の末日」に，「当該引き続き採用さ

れる」を「当該採用の」に改め，同号を同条第７号とする。  

 第３条の次に次の１条を加える。  

 （法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間）  

第３条の２  法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基

準として条例で定める期間は，５７日間とする。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和４年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対す
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るこの条例による改正前の柏市職員育児休業条例第３条（第５号

に係る部分に限る。）の規定の適用については，なお従前の例に

よる。  
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議案第３号資料  

柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例について  

柏市職員育児休業条例（平成４年柏市条例第４号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員) 

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は，次

に掲げる職員とする。 

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は，次

に掲げる職員とする。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

(4) 非常勤職員であって，次のいずれかに該

当するもの以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子(法第2条第1項に規

定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か

月に達する日(以下「1歳6か月到達日」

という。)(第2条の4の規定に該当する場

合にあっては，2歳に達する日)までに，

その任期(任期が更新される場合にあっ

ては，更新後のもの)が満了すること及

び引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

(ア) その養育する子(法第2条第1項に規

定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か

月に達する日(以下「1歳6か月到達日」

という。)(当該子の出生の日から第3条

の2に規定する期間内に育児休業をしよ

うとする場合にあっては当該期間の末

日から6月を経過する日，第2条の4の規

定に該当する場合にあっては当該子が2

歳に達する日)までに，その任期(任期が

更新される場合にあっては，更新後のも

の)が満了すること及び引き続き採用さ

れないことが明らかでない非常勤職員 

(イ) 略 (イ) 略 

イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当す

る非常勤職員(その養育する子が1歳に達

する日(以下この号及び同条において「1歳

到達日」という。)(当該子について当該非

常勤職員がする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の1歳到達日後である場

合にあっては，当該末日とされた日)にお

いて育児休業をしている非常勤職員に限

る。) 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

 (ア) その養育する子が1歳に達する日(以

下「1歳到達日」という。)(当該子につ

いて当該非常勤職員が第2条の3第2号

に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の1歳

到達日後である場合にあっては，当該末

日とされた日。以下この(ア)において同

じ。)において育児休業をしている非常

勤職員であって，同条第3号に掲げる場

合に該当して当該子の1歳到達日の翌日

を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとするもの 

 (イ) その任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている場合

であって，当該任期を更新され，又は当

該任期の満了後引き続いて採用される

ことに伴い，当該育児休業に係る子につ
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いて，当該更新前の任期の末日の翌日又

は当該採用の日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとするもの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

であって，当該育児休業に係る子につい

て，当該任期が更新され，又は当該任期の

満了後に引き続き採用されることに伴い，

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの 

 

(法第2条第1項の条例で定める日) (法第2条第1項の条例で定める日) 

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は，

次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号

に定める日とする。 

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は，

次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号

に定める日とする。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養

育するため，非常勤職員が当該子の1歳到達

日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該

非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする

配偶者育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の1歳到達日後である場合にあって

は，当該末日とされた日(当該育児休業の期

間の末日とされた日と当該配偶者育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは，そ

のいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日

後の期間においてこの号に掲げる場合に該

当してその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって，当該任期が更新され，又は当該任

期の満了後に引き続き採用されるものにあ

っては，当該任期の末日の翌日又は当該引き

続き採用される日)を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとする場合であっ

て，次に掲げる場合のいずれにも該当すると

き 当該子の1歳6か月到達日 

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養

育する非常勤職員が，次に掲げる場合のいず

れにも該当する場合(当該子についてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしてい

る場合であって第3条第7号に掲げる事情に

該当するときはイ及びウに掲げる場合に該

当する場合，市長が定める特別の事情がある

場合にあってはウに掲げる場合に該当する

場合) 当該子の1歳6か月到達日 

 ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日

(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこ

れに相当する場合に該当してする配偶者

育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の1歳到達日後である場合にあっては，

当該末日とされた日(当該育児休業の期間

の末日とされた日と当該配偶者育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは，

そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して配偶者育児休業をする場

合にあっては，当該配偶者育児休業の期間
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の末日とされた日の翌日以前の日)を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合 

ア 当該子について，当該非常勤職員が当該

子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子

の1歳到達日後である場合にあっては，当

該末日とされた日)において育児休業をし

ている場合又は当該非常勤職員の配偶者

が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする

配偶者育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の1歳到達日後である場合にあっ

ては，当該末日とされた日)において配偶

者育児休業をしている場合 

イ 当該子について，当該非常勤職員が当該

子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の1歳到達日

後である場合にあっては，当該末日とされ

た日)において育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳

到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又

はこれに相当する場合に該当してする配

偶者育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の1歳到達日後である場合にあって

は，当該末日とされた日)において配偶者

育児休業をしている場合 

イ 略 ウ 略 

 エ 当該子について，当該非常勤職員が当該

子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の1歳到達日

後である場合にあっては，当該末日とされ

た日)後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当して育児休業をしたことがない

場合 

(法第2条第1項の条例で定める場合) (法第2条第1項の条例で定める場合) 

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合

は，1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育

するため，非常勤職員が当該子の1歳6か月到達

日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業を

している非常勤職員であって，当該任期が更新

され，又は当該任期の満了後に引き続き採用さ

れるものにあっては，当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日)を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合

であって，次の各号のいずれにも該当するとき

とする。 

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合

は，1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育

する非常勤職員が，次の各号に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合(当該子についてこの条

の規定に該当して育児休業をしている場合で

あって次条第7号に掲げる事情に該当するとき

は第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場

合，市長が定める特別の事情がある場合にあっ

ては同号に掲げる場合に該当する場合)とす

る。 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達

日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条

の規定に該当し，又はこれに相当する場合に

該当して配偶者育児休業をする場合にあっ

ては，当該配偶者育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合 

(1) 略 (2) 略 

(2) 略 (3) 略 

 (4) 当該子について，当該非常勤職員が当該

子の1歳6か月到達日後の期間においてこの

条の規定に該当して育児休業をしたことが

ない場合 
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(法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める

期間を基準として条例で定める期間) 

 

第2条の5 法第2条第1項ただし書の人事院規則

で定める期間を基準として条例で定める期間

は，57日間とする。 

 

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の

事情) 

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の

事情) 

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める

特別の事情は，次に掲げる事情とする。 

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める

特別の事情は，次に掲げる事情とする。 

(1)から(4)まで 略 (1)から(4)まで 略 

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことに

より当該育児休業に係る子について既にし

たものを除く。)の終了後，3月以上の期間を

経過したこと(当該育児休業をした職員が，

当該育児休業の承認の請求の際育児休業に

より当該子を養育するための計画について

育児休業計画書により任命権者に申し出た

場合に限る。)。 

 

(6) 略 (5) 略 

(7) 略 (6) 略 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員が，当

該育児休業に係る子について，当該任期が更

新され，又は当該任期の満了後に引き続き採

用されることに伴い，当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとす

ること。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって，

当該任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしているものが，当該任期を

更新され，又は当該任期の満了後引き続いて

採用されることに伴い，当該育児休業に係る

子について，当該更新前の任期の末日の翌日

又は当該採用の日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとすること。 

 (法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期

間を基準として条例で定める期間) 

 第3条の2 法第2条第1項第1号の人事院規則で

定める期間を基準として条例で定める期間は，

57日間とする。 
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                       議案第  ４号   

 

 

   柏市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市債権管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 私法上の原因に基づき発生する市の債権に係る遅延損害金の計算

方法等について定めたいので提案する。  

15



柏市条例第   号  

 

   柏市債権管理条例の一部を改正する条例  

 

 柏市債権管理条例（平成２８年柏市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第７条第１項中「おいては，」の次に「地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の４の２並びに」を，「第１９条」の次に

「及び第２０条並びに附則第３条の２第１項」を加え，同条の次に

次の１条を加える。  

 （遅延損害金）  

第７条の２  市長等は，私法上の原因に基づき発生する市の債権の

履行の遅滞に係る損害賠償金（以下「遅延損害金」という。）の

計算については，当該債権に係る契約等に定めがある場合を除き，

次の各号のいずれかに該当する場合にあっては，端数金額又は債

権額の全額（第２号にあっては，遅延損害金の全額）を切り捨て

るものとする。  

 (1) 遅延損害金の計算の基礎となる債権額に１，０００円未満の

端 数 が あ る と き ， 又 は そ の 債 権 額 の 全 額 が ２ ， ０ ０ ０ 円 未 満

であるとき。  

 (2) 遅延損害金の額に１００円未満の端数があるとき，又はその

遅延損害金の全額が１，０００円未満であるとき。  

２  市長等は，債務者が履行期限までにその債務を履行しなかった

ことについて，やむを得ない事由があると認める場合においては，

遅延損害金の額を減免することができる。  

 第８条第２項中「当該市の債権につき既に発生した履行の遅滞に

係る損害賠償金」を「遅延損害金」に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第７条

第１項の改正規定は，公布の日から施行する。  
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 （経過措置）  

２  改正後の第７条の２の規定は，この条例の施行の日以後に私法

上の原因に基づき発生した市の債権に係る遅延損害金について適

用し，同日前に私法上の原因に基づき発生した市の債権に係る遅

延損害金については，なお従前の例による。  
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議案第４号資料  

   柏市債権管理条例の一部を改正する条例について  

柏市債権管理条例（平成２８年柏市条例第１２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(延滞金) (延滞金) 

第7条 本市において徴収する分担金，使用料，

加入金，手数料及び過料その他の収入(私法上

の原因に基づき発生する債権を除く。)の納付

義務者が，納期限後にこれを納付する場合にお

いては，柏市税条例(昭和30年柏市条例第14号)

第19条に規定する延滞金の計算の例により計

算した金額に相当する金額の延滞金を加算し

て納付しなければならない。 

第7条 本市において徴収する分担金，使用料，

加入金，手数料及び過料その他の収入(私法上

の原因に基づき発生する債権を除く。)の納付

義務者が，納期限後にこれを納付する場合にお

いては，地方税法(昭和25年法律第226号)第20

条の4の2並びに柏市税条例(昭和30年柏市条例

第14号)第19条及び第20条並びに附則第3条の

2第1項に規定する延滞金の計算の例により計

算した金額に相当する金額の延滞金を加算し

て納付しなければならない。 

2 略 2 略  

 (遅延損害金) 

 第7条の2 市長等は，私法上の原因に基づき発生

する市の債権の履行の遅滞に係る損害賠償金

(以下「遅延損害金」という。)の計算について

は，当該債権に係る契約等に定めがある場合を

除き，次の各号のいずれかに該当する場合にあ

っては，端数金額又は債権額の全額(第2号にあ

っては，遅延損害金の全額)を切り捨てるもの

とする。 

 (1) 遅延損害金の計算の基礎となる債権額に

1,000円未満の端数があるとき，又はその債

権額の全額が2,000円未満であるとき。 

 (2) 遅延損害金の額に100円未満の端数があ

るとき，又はその遅延損害金の全額が1,000

円未満であるとき。 

 2 市長等は，債務者が履行期限までにその債務

を履行しなかったことについて，やむを得ない

事由があると認める場合においては，遅延損害

金の額を減免することができる。 

(債権の放棄) (債権の放棄) 

第8条 略 第8条 略 

2 前項の規定により市の債権を放棄するとき

は，当該市の債権につき既に発生した履行の遅

滞に係る損害賠償金その他の徴収金について

も放棄するものとする。 

2 前項の規定により市の債権を放棄するとき

は，遅延損害金その他の徴収金についても放棄

するものとする。 
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                       議案第  ５号   

 

 

   柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

の制定について  

 

 

 柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の改

正に伴い，損害補償を受ける権利に係る規定を改めたいので提案す

る。
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柏市条例第   号  

 

   柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 

柏市 消 防団 員 等 公務 災 害補 償 条 例（ 昭 和６ ２ 年 柏市 条 例第 ３２

号）の一部を次のように改正する。  

  

第３条ただし書を削る。  

   

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は

年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は，この条例

の施行の日以後も，なお従前の例により担保に供することができ

る。  
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議案第５号資料  

   柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に    

   ついて  

柏市消防団員等公務災害補償条例（昭和６２年柏市条例第３２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(損害補償を受ける権利) (損害補償を受ける権利) 

第2条 略 第2条 略 

第3条 損害補償を受ける権利は，譲り渡し，担
保に供し，又は差し押えることはできない。た
だし，傷病補償年金又は年金である障害補償若
しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本
政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担
保に供する場合は，この限りでない。 

第3条 損害補償を受ける権利は，譲り渡し，担
保に供し，又は差し押えることはできない。 
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                       議案第  ６号  

 

 

   柏市支所出張所条例の一部を改正する条例の制定につい    

   て  

 

 

 柏市支所出張所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

  田中出張所の位置を改めたいので提案する。
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柏市条例第   号  

  

   柏市支所出張所条例の一部を改正する条例  

 

 柏市支所出張所条例（昭和２９年柏市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。  

   

 第２条第２項の表田中出張所の項位置の欄中「大青田１５４１番

地の２」を「大室２４９番地の１」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は，公布の日から起算して６月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。  
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議案第６号資料  

   柏市支所出張所条例の一部を改正する条例について  

柏市支所出張所条例（昭和２９年柏市条例第２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(名称等) (名称等) 

第2条 略 第2条 略 

2 出張所の名称，位置及び所管区域は，次のと

おりとする。 

2 出張所の名称，位置及び所管区域は，次のと

おりとする。 

名称 位置 所管区域 

田中出

張所 

柏市大青田15

41番地の2 

略 

増尾出張所から柏駅前

行政サービスセンター

まで 略 
 

名称 位置 所管区域 

田中出

張所 

柏市大室249

番地の1 

略 

増尾出張所から柏駅前

行政サービスセンター

まで 略 
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                       議案第  ７号   

 

 

   柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ  

   いて  

 

 

 柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市いじめ重大事態調査検証委員会の名称及び担任する事務を改

めるとともに，いじめ防止対策推進法第３０条第２項の規定による

調査を行うため柏市いじめ重大事態再調査委員会を設置したいので

提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

 

 柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 別表市長の項柏市表彰審査会の目の次に次のように加える。  

柏市いじ

め重大事

態再調査

委員会  

い じ め 防 止 対 策 推 進 法

（平成２５年法 律第７１

号）第３０条第 ２項の規

定による調査に 関する事

務  

５人以

内 

市長が

別に定

める。 

 別表 教育 委員 会の項 柏市 いじ め重大 事態 調査 検証委 員会 の目 中

「柏市いじめ重大事態調査検証委員会」を「柏市いじめ重大事態等

調査検証委員会」に，「柏市立小学校」を「市立の小学校」に改め，

「いじめに係る重大事態」の次に「並びに自殺及び自殺が疑われる

死亡事案」を加える。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

 （柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部改正）  

２  柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条例第

３号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１第４１号中「いじめ重大事態調査検証委員会委員」を

「いじめ重大事態等調査検証委員会委員及びいじめ重大事態再調

査委員会委員」に改める。  

30



議案第７号資料  

   柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例について  

柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表(第2条) 別表(第2条) 

附 属

機 関

の 属

す る

執 行

機 関

等 

附属機

関 

担任する事務 委 員

の数 

委 員

の 任

期 

市長 柏市表彰審査会 略 

 

 

 

 

 

柏市特別職報酬等審議会から柏市生涯学習推進

協議会まで 略 

教 育

委 員

会 

柏市教育支援委員会及び柏市通学区域等審議会

 略 

柏市い

じめ重

大事態

調査検

証委員

会 

柏市立小学校，中学校

及び高等学校におけ

るいじめに係る重大

事態についての調査

及び検証に関する事

務 

 

 

略 略 

柏市立柏高等学校第三次教育計画策定委員会及

び柏市文化振興審議会 略 

上下水道事業管理者 略 
 

附 属

機 関

の 属

す る

執 行

機 関

等 

附属機

関 

担任する事務 委 員

の数 

委 員

の 任

期 

市長 柏市表彰審査会 略 

柏市い

じめ重

大事態

再調査

委員会 

いじめ防止対策推進

法(平成25年法律第71

号)第30条第2項の規

定による調査に関す

る事務 

5人以

内 

市 長

が 別

に 定

め

る。 

柏市特別職報酬等審議会から柏市生涯学習推進

協議会まで 略 

教 育

委 員

会 

柏市教育支援委員会及び柏市通学区域等審議会

 略 

柏市い

じめ重

大事態

等調査

検証委

員会 

市立の小学校，中学校

及び高等学校におけ

るいじめに係る重大

事態並びに自殺及び

自殺が疑われる死亡

事案についての調査

及び検証に関する事

務 

略 略 

柏市立柏高等学校第三次教育計画策定委員会及

び柏市文化振興審議会 略 

上下水道事業管理者 略 
 

備考 略 備考 略 

 

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条例第３号）新旧対照表（附則第２項関係） 

改正前 改正後 

別表第1(第2条) 別表第1(第2条) 

号 職名 支給区

分 

報酬額 

1から40まで 略 

41 いじめ重大事態調査検証委

員会委員 

 

略 略  

42から44まで 略 
 

号 職名 支給区

分 

報酬額 

1から40まで 略 

41 いじめ重大事態等調査検証

委員会委員及びいじめ重大

事態再調査委員会委員 

略 略 

42から44まで 略 
 

備考 略 備考 略 
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議案第  ８号  

 

 

   柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

 

 柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 動物の愛護及び管理に関する法律に基づきマイクロチップが装着

された犬の登録に係る手数料を徴収しないこととしたいので提案す

る。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例  

 

 柏市保健衛生手数料条例（平成１９年柏市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。  

 

 別表６５の項対象事務の欄中「登録」の次に「（動物の愛護及び

管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第３９条の７第２

項の規定により狂犬病予防法第４条第１項の規定による犬の登録の

申請があったものとみなして行う登録を除く。）」を加え，同表１

０８の項対象事務の欄中「（昭和４８年法律第１０５号）」を削る。  

 

   附  則  

 この条例は，公布の日から施行し，改正後の別表６５の項の規定

は，令和４年６月１日から適用する。  
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議案第８号資料  

   柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例について  

柏市保健衛生手数料条例（平成１９年柏市条例第４９号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表(第2条) 別表(第2条) 

項 対象事務 金額 (特に定める場合を

除き，1件につき) 

1から64まで 略 

65 狂犬病予防法(昭和25

年法律第247号)第4条

第2項の規定による犬

の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

66から107まで 略 

108 動物の愛護及び管理に

関する法律(昭和48年

法律第105号)第10条第

1項の規定による第一

種動物取扱業の登録の

申請に対する審査 

略 

109から133まで 略 
 

項 対象事務 金額 (特に定める場合を

除き，1件につき) 

1から64まで 略 

65 狂犬病予防法(昭和25

年法律第247号)第4条

第2項の規定による犬

の登録 (動物の愛護及

び管理に関する法律

(昭和48年法律第105

号)第39条の7第2項の

規定により狂犬病予防

法第4条第1項の規定に

よる犬の登録の申請が

あったものとみなして

行う登録を除く。) 

略 

66から107まで 略 

108 動物の愛護及び管理に

関する法律第10条第1

項の規定による第一種

動物取扱業の登録の申

請に対する審査 

 

略 

109から133まで 略 
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議案第  ９号   

 

 

   柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ４年  ９月  ２日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い，長期優良

住宅維持保全計画の認定の申請等に係る手数料を制定したいので提

案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 柏市手数料条例（平成１２年柏市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

 別表第２項の表６５の１５の項の次に次のように加える。  

６

５

の

１ 

５

の

２ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第５

条第６項又

は第７項の

規定による

認定の申請

に対する審

査 

長期優

良住宅

維持保

全計画

認定申

請手数

料 

ア 登録住宅性能

評価機関が交付

した住宅性能評

価書又は確認書

の添付がない場

合 

一戸建ての住宅のと

き 

１戸につき５

７，０００円 

共同住宅等の住戸の

数が５戸以下のとき 

１棟につき１

３８，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が６戸以上１０戸

以下のとき 

１棟につき２

２２，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が１１戸以上２５

戸以下のとき 

１棟につき４

４０，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が２６戸以上５０

戸以下のとき 

１棟につき８

０１，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が５１戸以上１０

０戸以下のとき 

１棟につき

１，３９４，

０００円 

共同住宅等の住戸の

数が１０１戸以上２

００戸以下のとき 

１棟につき

２，５８２，

０００円 

共同住宅等の住戸の

数が２０１戸以上３

００戸以下のとき 

１棟につき

３，６９８，

０００円 

共同住宅等の住戸の

数が３０１戸以上の

とき 

１棟につき

４，５２７，

０００円 

イ 登録住宅性能

評価機関が交付

した住宅性能評

価書又は確認書

の添付がある場

合 

一戸建ての住宅のと

き 

１戸につき１

１，０００円 

共同住宅等の住戸の

数が５戸以下のとき 

１棟につき２

１，０００円 

共同住宅等の住戸の

数が６戸以上１０戸

以下のとき 

１棟につき３

７，０００円 

共同住宅等の住戸の

数が１１戸以上２５

戸以下のとき 

１棟につき５

７，０００円 
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    共同住宅等の住戸の

数が２６戸以上５０

戸以下のとき 

１棟につき１

００，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が５１戸以上１０

０戸以下のとき 

１棟につき１

６３，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が１０１戸以上２

００戸以下のとき 

１棟につき２

７２，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が２０１戸以上３

００戸以下のとき 

１棟につき３

３９，０００

円 

共同住宅等の住戸の

数が３０１戸以上の

とき 

１棟につき３

７２，０００

円 

（摘要） 

 共同住宅等において一部の住戸が認定の申請をする場合

の手数料の額は，当該共同住宅等の住戸の総数により算定

する。 

 別表第２項の表６５の１６の項名称の欄中「長期優良住宅建築等

計画変更認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等変更認定

申請手数料」に改め，同項金額の欄中「６５の１５」の次に「又は

６５の１５の２」を加える。  

 

附  則  

 この条例は，令和４年１０月１日から施行する。  
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議
案
第
９
号
資
料

 

柏
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

柏
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
柏
市
条
例
第
６
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

 

別
表

(第
2
条
第

1
項

) 
別
表

(第
2
条
第

1
項

) 

1
 
略

 
1
 
略

 

2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 
2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
か
ら

6
5
の

1
5
ま
で
 
略

 

 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
か
ら

6
5
の

1
5
ま
で
 
略

 

6
5

の 1
5

の
2
 

長
期
優
良

住
宅
の
普

及
の
促
進

に
関
す
る

法
律
第

5

条
第

6
項

又
は
第

7

項
の
規
定

に
よ
る
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査

 

長
期

優
良

住
宅

維
持

保
全

計
画

認
定

申
請

手
数

料
 

ア
 
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

が
交
付
し
た
住
宅
性
能
評

価
書
又
は
確
認
書
の
添
付

が
な
い
場
合

 

一
戸
建
て
の
住
宅
の
と
き

 
1
戸
に
つ
き

5
7
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
5
戸
以
下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

1
3
8
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
6
戸
以
上

1
0
戸
以
下
の

と
き

 

1
棟
に
つ
き

2
2
2
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
1
1
戸
以
上

2
5
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

4
4
0
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
2
6
戸
以
上

5
0
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

8
0
1
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
5
1
戸
以
上

1
0
0
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

1
,3

9
4
,0

0
0

円
 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
1
0
1
戸
以
上

2
0
0
戸
以

下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

2
,5

8
2
,0

0
0

円
 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
2
0
1
戸
以
上

3
0
0
戸
以

下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

3
,6

9
8
,0

0
0

円
 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

 
1
棟
に
つ
き
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                               6
5

の 1
6
 

長
期
優
良

住
宅
の
普

及
の
促
進

に
関
す
る

法
律
第

8

条
第

1
項

 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
変

 

 
6

5
の

1
5
の

項
に
掲
げ

る
区
分
に

よ
り
算
定

し
た
手
数

料
の
額
の

2
 
 

 
 

 
 

が
3
0
1
戸
以
上
の
と
き

 
4
,5

2
7
,0

0
0

円
 

 
 

 
イ

 
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

が
交
付
し
た
住
宅
性
能
評

価
書
又
は
確
認
書
の
添
付

が
あ
る
場
合

 

一
戸
建
て
の
住
宅
の
と
き

 
1
戸
に
つ
き

1
1
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
5
戸
以
下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

2
1
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
6
戸
以
上

1
0
戸
以
下
の

と
き

 

1
棟
に
つ
き

3
7
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
1
1
戸
以
上

2
5
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

5
7
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
2
6
戸
以
上

5
0
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

1
0
0
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
5
1
戸
以
上

1
0
0
戸
以
下

の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

1
6
3
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
1
0
1
戸
以
上

2
0
0
戸
以

下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

2
7
2
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
2
0
1
戸
以
上

3
0
0
戸
以

下
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

3
3
9
,0

0
0
円

 

共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
数

が
3
0
1
戸
以
上
の
と
き

 

1
棟
に
つ
き

3
7
2
,0

0
0
円

 

(摘
要

) 

共
同
住
宅
等
に
お
い
て
一
部
の
住
戸
が
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
の
手
数

料
の
額
は
，
当
該
共
同
住
宅
等
の
住
戸
の
総
数
に
よ
り
算
定
す
る
。

 

6
5

の 1
6
 

長
期
優
良

住
宅
の
普

及
の
促
進

に
関
す
る

法
律
第

8

条
第

1
項

 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
等

 

 
6

5
の

1
5
又

は
6

5
の

1
5

の
2
の
項
に

掲
げ
る
区

分
に
よ
り

算
定
し
た
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の
規
定
に

よ
る
変
更

の
認
定
の

申
請
に
対

す
る
審
査

 

更
認

定
申

請
手

数
料

 

 
分
の

1
に
相

当
す
る
額

 

  

(摘
要

) 
略

 

6
5
の

1
7
か
ら

7
8
ま
で

 
略

 
 

 
の
規
定
に

よ
る
変
更

の
認
定
の

申
請
に
対

す
る
審
査

 

変
更

認
定

申
請

手
数

料
 

 
手
数
料
の

額
の

2
分
の

1
に
相
当
す

る
額

 

(摘
要

) 
略

 

6
5
の

1
7
か
ら

7
8
ま
で
 
略

 
 

 
 

 

43


	２集表紙
	２集目次
	議案第02号　柏市職員高齢者部分休業条例の制定について
	議案第03号　柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第03号資料　柏市職員育児休業条例の一部を改正する条例について
	議案第04号　柏市債権管理条例の一部を改正する条例について
	議案第04号資料　柏市債権管理条例の一部を改正する条例について
	議案第05号　柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第05号資料　柏市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
	議案第06号　柏市支所出張所条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第06号資料　柏市支所出張所条例の一部を改正する条例について
	議案第07号　柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第07号資料　柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第08号　柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第08号資料　柏市保健衛生手数料条例の一部を改正する条例について
	議案第09号　柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
	議案第09号資料　柏市手数料条例の一部を改正する条例について



